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‐            海岸林の役割の変化

河合英二1

Change Of thё rolё of a forest for coastal disaster prevendon
EIJI Kawail

AbStract MOst coastl fbrests wcrc made for the purpOse of agHc1ltural protection As for the coastl forest developed

broadly,small‐scale agHcultural devclopment was cal■ ed out in response to a famcris intcntion,Industd4 deve10pment

bccame prosperous by the national policy at the advanced cconomic growth time.Howcver,thc opposition movement to

industHal development has brokcn out from the residents side Ll many areas.On thc other hand, there were connection of

a coastl fOrest and residents and a time which became thn gradually as the seashore zone was urbanized Recently, the

time of th皿ng a living environment as important more had come and the expectation which utilizes a coasti forest as

health rest,a recreation,and an environmcntal―preservation forcst is becoming strong.

1 はじめに

海岸砂地では季節風が強く吹くため激 しい飛

砂が起こり,砂 の移動激 しくなる.こ の不安定
な砂地を安定させ砂の移動をとめるため,海 岸

林帯を造成することが最も適切な方法 として古

くから行われてきた。海岸林はその保護地帯の

開墾地や畑地を飛砂,潮 風 ・強風の害から守る
のみならず,津 波,高 潮,霧 等による被害を軽

減するほかに,漁 業,航 行 日標,保 健,風 致等
の効果を発揮する。海辺に住む人々にとつて,

海岸林は生命財産を護るものであり,惜 しまな
い努力を傾けて海岸林を造成,保 育してきた。

同時に海岸林の材はかつて燃料,落 葉は肥料 と

して利用されてきたが,石 油燃料や化学肥料の

出現によって,現 在ではその効用をほとんど発

揮 していない.

2海 岸林の幅
海岸保安林 として造成 されているものは飛砂

防備保安林,防 風保安林,潮 害防備保安林,防
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霧保安林の 4種 類であり,保 安林植栽が汀線に

向かつて進んだ。

飛砂,強 風,津 波等害を起こすインパク トは

自然現象なので,時 には海岸林の機能を上回る

ような被害が起きることがある。被害を軽減す

るためには海岸林の幅は広ければ広いほど有利
であるが,50m程 度の幅の林帯を数列は位置
しても,効 果はそれほど低下しない。土地の有

効利用を考えると,内 陸側を合理的に活用する

ため,ある適性の林帯幅と配置が考えられる(例

えば工藤,1988).

3海 岸林の役割の変化

戦後,積 極的な造成事業が開始され結果,全

国の不安定な砂地は,汀 線側の一部を除き大部

分が植林 され,幅 広 く造成 された海岸林が各地
の砂丘地にみられるようになつた。 日本は平地

に乏 しいので,都 市,道 路,宅 地をはじめ各施

設は海岸付近の平野部に集中している。海岸地

帯の都市に人 口が集中し,工 場が進出するとそ
の用地を海岸林に求める事例が多くなり,海 岸

林は開発予備地の性格を持ちはじめた.砂 丘地
の開発は当初は農業用地にような小規模な開発
が主なものであった。高度経済成長期を迎える

と砂丘地の居住者の意向とは別の開発が活発に

行われるようにな り,大規模な港湾 ・工業地域,

原子カエネルギー施設,住 宅,娯 楽施設等の利

用が多くなつてきた.一 方,都 市化,工 業化が

進み,都 市住民の生活環境が悪化するにし
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図1 庄内海岸林の農業開発 (北田健二原図)

たがつて,住 民は飛砂,強 風,津 波等に対する
防災的効用だけでなく,海 岸林の 「豊かな ミド
リ」を保健林,環 境保全林,自 然教育の場 とし
て活用する期待感が大きくなってきた。

4海 岸林の開発 と利用の実態
4.1農業開発

海岸林の防災的効用を直接受けたのは砂丘農
業である.農 業用地への開発は海岸林周辺の農
業従事者の意向に沿つて行われた。その利用形
態は汀線に沿つて海岸林を帯状に残 し,残 存 じ
た林帯に防災的効用を託 し,林 帯の間を耕地,
畑地 として利用 した。帯状林帯の間を農業的に
利用する方式は各地で見 られ,最 も典型的な例
としては山形県の庄内砂丘の例があげられる.
汀線側に 200～ 400∴の林帯を残 し,内 陸側は
1～ 5列 程度の狭い林帯を帯状に残 し,林 帯の

防風 ・飛砂防止機能を確保 しながら耕地 として
合理的に利用 している (図1).

4.2工業開発
高度経済成長期に入ると,海 岸林は周辺住民

の意向と無関係に工場 ・港湾施設等への開発転
用への要請が高まった。工場 ・港湾施設として
は石狩港開発,秋 田湾地区工業開発,鹿 島臨海
工業開発があげられる。

この中の鹿島臨海工業開発は茨城県東南部の

那賀川河日から利根川河 回の東西おおよそ 4～
8km,南 北 35km広 大な砂丘上の農地に開発用
地を求めた.当 用地は数十年にわたうて海岸砂
防事業が行われ,海 岸線に沿つてクロマツの海
岸林が,ま た内陸部にも畑地に防風林が形つく
られていた。この開発にあたって県庁の林務当

局は工場施設周辺に海岸林をできるだけ保存す
る計画を提案 しているが,コス ト主義が優先 し,
開発拙域の海岸林はほとんど姿を消 した(竹中,
1974).最近は環境に関する理解が進み,開 発
地域に残 された緑地の活用 と保全に目が向けら
れるようになった。

4.3エネルギー施設
原子力発電所や火力発電所は,発 電原料を港

から搬入する利便性と広いと用地を確保できる
点で海岸地帯に多くの用地を確保してきた。原
子力発電所としては,1966(昭 和 41)年 に日

図2 東海村村松海岸林のエネルギー施設開発

本原子力発電(株)東海発電所が 日本で初めて営
業運転を開始 して以来,全 国で 51基 の商業用
原子力発電施設が運転中である。茨城県東海村,
静岡県の浜岡,鹿 児島県川内等海岸砂丘地に多
く建設されている。火力発電所は全国 66カ 所
の施設が作られ,こ れ らの施設にういても海岸
地帯に多く見られる。また,原 子力.火 力発電
施設 とは考えを異にするが, 自然エネルギー利
用の一環 として,海 岸地帯に風力発電施設を設
置する自治体が多 く見 られ るよ うになってい
る。

東海村の村松海岸林内には日本原子力研究所
東海研究所をはじめ,動 燃炉 ・核燃料事業団,
日本原子力発電所の諸施設がマツ林内に設置さ
れた。伐採 された面積は昭和 31～ 53年 にかけ
て 129haであった (図2).工 事期間中かな り
の面積の砂地が露出していたと考えられるが,
主風方向に幅約 100mの 林帯が残存 してている
こともあつて,裸 地化による飛砂害は認められ
なかった。

鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地は,国 定
公園地域 と石油備蓄基地を同居 させることに対
する論議はあったが,志 布志湾の出島方式の埋
立地に建設された.基 地は 1984(昭和 59)年
に立地が決定され,1993(平成 5)年 に完成し
た.基 地は林内に建設されたわけではないが,
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建設に伴つて工事用仮設道路が砂浜 とクロマツ

林内に設置された。工事後に造成 された列状の

林帯は健全に生育 している。

4.4公園 ・レジャー開発

海岸砂丘地に造成 された海岸林はその幅を広

げ,林齢を重ねるにつれ防災的効用だけでなく,
レクレーションや景観保全,生 活環境資源 とし

て期待 され,各 地で活用 されている。

吹上浜保安林は飛砂防備および潮害防備林 と

して指定されているほか,県 立公園,保 健保安

林, レクレーションの森,風 景林,県 立自然公

園特別地域に指定 されている。万之瀬川河口周

辺の加世田市 と金峰町にわたる約 110haの区域
は県立公園に指定された。この地域の海岸林帯
の奥行きは約 400m前 後あり,飛 砂防止,内 陸

耕地に対する防風林帯として重要な保安林であ

るが,一 方で,内 陸側に自然公園として,キ ャ
ンプ場,お 祭 ・児童 ・運動広場,音 楽の池等の

多くのレクレーション設備を整え,住 民の憩い

のスペースになっている.

宮崎県一ツ葉海岸林は南北には長 く,1971(昭

和 46)年 に中央部付近にホテル ・ゴルフ場開

発が行われた:汀 線に 200～ 300mの 林帯を残
し,内 陸側に汀線にほぼ並行にゴルフコースが

造成 され,間にクロマツ林帯が残 されている(図

3)。 その後,1988(昭 和 63)年 宮崎 。日南海

岸 リゾー ト構想が総合保養地域整備 (リゾー ト

法)の第 1次 承認を受け,シ ーガイヤ開発が北

部で行われた。海岸クロヤツ林 と調和のとれた

開発を目指 してスター トしたが, 日本経済の景

気の流れを読み誤 り,経 営が破綻 した。シニガ

イヤ施設はアメ リカの投資会社に買収 された

が,残 された リゾー ト施設 とマツ林の将来に問

題を残 した。

5海 岸林の他用途開発に対する様々の立場の

意見

海岸林の開発に関係 した周辺住民や関係者の

意見には当時の開発に対する考え方を見ること

が出来る。ここに海岸林に対する考え方やその

開発に対する意見を抜粋 してみた.開 発に批判

的な意見の箇所を意識的に拾つてみたので,立

場が異にする意見も多数あると思 うが,こ れか

らの海岸林の取 り扱いについて,参 考になると

考え再録 した。

5.1「地域開発 と森林 (竹中 譲,1974)」
鹿島開発にあたちて,県 林務当局は当初から

海岸林をできるだけ保存する開発方式を主張し

たが,開 発当局は開発地域の海岸林の保全より
コス ト主義を優先 したといわれている。

5.2「保安林物語 (須藤儀門,1980)」

国有林 として残 されたことの是非の判定は,

他の民有林が下戻 した海岸林の多くが伐 られ開

畑 され,あ るいは売却されて転用 している現状
か らみて自ずか ら明白である。(中略)酒 田北

港がこの林のす ぐ南に開発 されることになり,

すでに 20ha近 くがその用地とならて伐採 され,
整地 された.(中 略)は た してこの開発が地元

民にとって期待 したものになり得るかどうかは
いまは知 らない。

5.3「防災林関係調査報告書 (樫山徳治,1983)」

報告に述べた考え方通 りに森林が保残 された

例はほとん ど無かつたようである。(中略)そ
の中にあって,茨 城県東海村の日本原子力研究

所東海研究所の場合は全くの例外で,報 告の考

え方をほぼ忠実に守 り,森 林の伐採を必要限度
の小面積にとどめ,建 物相互間にも相当の林地

を保残 した.し かも,建 設後に林業技術者を特

に採用 して,保 残林木の保育や補植などに毎年
かな りの経費を支出して森林の維持管理に努め

ていたのは,特 筆に価する事例である。

5.4「開発事業 と環境の価値を考える 一志布志

湾石油備蓄基地計画を例 として 一 (秋山紀子,
1984)」

この国定公園内にある海岸沖の人工島に石油

タンクを並べるとい うことが, どのような景観
上の影響を与えるかは議論の余地がないほど明

瞭である。 (中略)異 なる価値観を持つ人々の

間で十分に議論をつ くすことである。

日本の開発事業では,こ のような議論をせず

にいとも容易にこの代価を支払つてしまう例が

あまりにも多すぎる。このような態度は,開 発

行為者が"自 然の価値","支 払 う代価"を 認識

していないことを,例 証 しているのではないだ

ろうか.
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5,5「海岸林の変貌 (立石友男,1989)」
昭和 30年 代の後半からの高度経済成長期に

なると,こ れまでの農業開発 とはまったく異な
つた開発方式がとられるようになった。すなわ
ち,砂 丘に掘込港をつ くって地域開発 とい う美
名のもとに行われる大規模な工業開発 と,農 業
構造改善事業 ・畑地潅水事業などによる大団地

回場の造成である.こ れ らの開発が砂丘の荒廃
に与える影響は農民的開発 と比べ得るものでは
ない。このようにみてくると,わ が国の海岸砂
丘林は造成 と破壊の繰返 しであり,林 野 として
の海岸砂丘林は,い つの時代においてもその主
体性を主張 したことはなかった。 しかも,そ の
時代的背景によって,造 成 させた り,破 壊 され
たりしてきたのであるから,高 度経済成長期以
降に行われている安易な海岸砂丘の大規模開発
に,対 しても,そ のあり方を示唆するものであ
ると考えている。

5.6「松 (司馬遼太郎,1992)」
日本そのものといえる松が昭和四十年前後か

ら,全 国的に樹勢を弱めはじめ (中略),(日 本
文化はほろびるのではないか)と 一植物の衰弱
の問題を越えて不吉を感 じた,(中 略)そ の上,
高度経済成長のころから農村の燃料がプロバン
ガスになり,肥 料も有機肥料を使わなくなった
ため,農 民が里山に入 らなくなり,山 は肥え,
樹は縄文の世にもどりはじめている.

縄文もまた日本だと思えばまあいいようなも
のだが,さ び しさが残る.

5.7「現在における海岸保安林の役割 と意義 (筒

井迪夫,1991)」
かつての荒廃 した砂丘地は,い ま自然美を楽

しむ場,ア ニメティの場 として生まれ変わろう
としているのである.そ して保安林には,そ れ
らの要請に適応する管理の仕方が求められてい
るのである.(中 略)日 本文化の特質の解明が
強く求められている現在,海 岸保安林の成立過
程,管理形態,人間生活 との関係などの研究が,
この面で必要なのではないかと思 う。

5.8「シーガイヤ ー 失われた 10年 の軌跡 一
(NttK,ETV2001),(内 橋克人,2001)」
1987年 に制定 された リゾー ト法は結局 どの

ような結果をもたらしためか。そこに思いをい
たす時暗浩たる気持ちに陥 らぎるを得ません。
(中略)地 域はこの リゾー ト法に大きな夢を託

しました。(中略)宮 崎で言えば,135haの 広
大なマツ林が企業の手に移つていたと言 うこと
になるのかもしれません。

6 おわ りに

海岸林は農業保護を目的に作られたものが多
く,当 初は地元農民との結びつきが強く,海 岸
林の管理を自ら行いながら小規模な農業開発が

行われた。高度経済成長期に入ると,国 の政策
により工業開発が盛んな り,次 第に海岸林 と住
民の結びつきも薄 くなった.多 くの地域で住民
側か ら開発に対す る反対運動 も記録 されてい

る。また,工 業開発では,効 率性優先の風潮が
社会全体に強かつた面があり,海 岸林の残存計
画,配 置計画が林務当局の予定通 りに行かない
こともあつた。最近,生 活環境をより重視する
時代を迎え,海 岸林を保健休養, レクレーショ
ン,環 境保全林 として活用する期待が強 くなっ
てきた.こ のように海岸地帯の農業生産地の防
災機能を高めるために造成 されてきた海岸林
が,開 発予備地の性格を持つ時代を経て,自 主
的なボランテア活動を含んだ環境保全林への役
割を担 う時代に入つてきたと言える。
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